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は じめに

精神障害者の抱える社会的問題 は、長 らく社会福祉政策の対象か ら除外 されていた。 当然、社

会福祉 の一分野である障害者福祉政策か らも除外 され、医療政策 あるいは治安対策 としての社会

防衛政策の対象課題 として取 り扱われてきた。それは、施設(病 院)に よる隔離収容政策であり、

その延長線 上における住民の差別 と偏見の歴史であった。それ ゆえ 「障害者基本法」(1993〈平成

5>年12月 法律93:「 心身障害者対策基本法」1970〈昭和45>年 法律84を 改正)制 定以降、精神障害者

は 「障害者」として、障害者福祉(障 害保健福祉)政 策の具体的制度対象 となったが、そこでの社

会福祉政策 としての取 り組みは、身体障害者や知的障害者 と比較 しても大きな遅れをとっている

のである。

そのよ うな状況下において、1999(平 成11)年6月 「精神保健及び精神障害者福祉 に関する法律

(精神保健福祉法)」 の改正(法 律65)に よって、市町村行政の役割強化や在宅福祉サー ビスなどの

充実が明文化 された。 これによって精神 障害者を対象 とした政策主体の認識が、「隔離 ・収容」

か ら 「地域生活支援」へ と移行 したにも関わらず、実際に精神障害者が地域住民 として独立 ・自

活の生活 を営も うとするには、依然 として多 くの困難が存在 している。

その山つが、精神障害者 に限 らず障害者全体への地域住民の意識 ゆえの抵抗感 である。昨今、

身体障害者や知的障害者への取 り組みの広範な展開によって、地域住民の理解 も一定限度進展 し

てきたが、それで も地域での施設建設 には相変わ らず強い反対運動が起 こっている。地域住民に

とって 日常生活 の中で接す る機会の少 なかった、精神障害者の場合はなお さらである。その結果、

地域住民の反対運動によって、地域生活支援事業の展開や施設な どの建設が滞 り、地域生活が可

能な精神障害者であって も地域で生活することが困難 な状況が継続 し、精神病院での生活を余儀

な くされている現状がある。 もちろん、このような地域住民の反対運動は、政策的取 り組みの遅

れやマスコ ミ等での取 り上げ方の問題な どによる影響 もあって、精神障害者への理解不足による

誤解が解消 していない結果 といえる。施設の設置についても、まったく実践実績のない地域でい

きな り 「施設 を造 ります」 といえば反対運動がおきるのは必至であ り、また、十分 な説明もない

ままに設置主体者側の一方的な設置計画の実施が行われれば、強固な反対運動が起 きることは当

然の結果である(1)。このことは何 も精神障害者 だけに限った問題 ではない。 さらに精神障害者の

地域生活に とってよ り大きな障壁 は、精神医療や社会福祉専門家の旧態前 とした意識 、すなわち、

精神障害者は長期入院 ・「収容」政策の対象 とい う認識か ら自由になれていないとい う問題が横



たわっているのである。

拙論は、そのよ うな状況にある精神障害者のおかれてい る現状を明 らかに しつつ、そ こに存在

す る社会的問題 を科学的に分析 し、障害者福祉論の立場か ら、精神障害者 とその抱える問題 を対

象論的視点にたって考察するものである。そこで、まず隔離 ・収容主義を貫いてきた政策的意図

を明 らかに しつつ、社会福祉政策の対象課題 として精神障害者問題が取 り上げ られてくる経過を

明らかに していく。

なお、ここで 「障害者問題」や 「精神障害者 問題」 とい う場合の 「問題」 とは、決 して 「障害

者であること」 「障害をもっていること」 を 「問題」 としているものではない。 この点 について

詳述することはできないが、 この 「問題」 とは、後述するようにあ くまで 「社会的問題」 として

の 「問題」であることを強調 しておきたい(2)。

1、 社会問題 としての障害者問題

わが国の障害者福祉政策は、その政策的対象認識 も具体的制度対象 もヽともに身体障害者を主

たる対象 において展開 してきた。 したがって、障害者福祉研究においても同様 の対象認識が先行

し、障害者福祉 といえば、身体障害者 を対象 とした分野として長い間取 り扱われてきた。それゆ

え、精神障害者は社会福祉制度 ・政策の対象 としては認識 されてこなかったのである。当然、そ

の抱える生活問題 も社会的問題 とはな りえず、すなわち精神障害者 は精神病院への隔離 ・収容が

当然視 され、その問題は個人的問題にす り替 えられ、障害者本人 あるいはその家族の問題に矮小

化 され、精神医療政策の対象に押 しとどめられ、生活保障機能もないままに病院や家庭の中に埋

没 させ られてきたのである。それは戦前か らの治安対策 ・社会防衛政策の対象 として位置づけ ら

れた延長にあった といえる。長い間のこうした特殊な政策の展開によって、国民の意識 もそれに

見合ったかたちで形成 され、精神障害者への偏見 ・差別意識が生み出 され、今 日まで一般的意識

として継承 されてきているのである。そのよ うな状況によって、精神障害者 に対する地域住民の

抵抗感が存在 し、精神障害者の地域生活支援の必要性は理解できても、自分達の地域でそれ らの

事業に取 り組む ことには反対するとい う傾向が生み出されてきたのである。

そ こでは精神障害者が抱える諸問題 が社会的問題 として顕在化す ることな く、いかに精神障害

者 を隔離 ・収容 し、その行動 を制限するか、あるいはいかに医療的対応をす るかとい う、機能論

的 ・技術論的対応が先行 していた といえる。機能論的対応は、問題の存在そのもの とその内容を

障害者個人の問題 に帰結 するだけであ り、その結果、その抱える問題が社会的問題 として認識 さ

れ ることを阻害 しているのである。

しか し、精神障害者問題が個人的問題ではないことは明 らかであ り、それ を社会的問題 として

捉 え直す ことが、科学的障害者福祉論の構築の上では必要不可欠なのである。すなわち、精神障

害者 といえども、その抱 える社会的問題が社会福祉政策の対象 として認識 されるためには、精神



障害者が社会の構造的矛盾の集 中的担い手 として、他の障害者 と同様に存在 しているとい う位置

づけを前提 とす る必要がある。 「個人であれ集団であれ、またそ こに提出せ られている課題がど

んな現象形態 をとってあらわれ るにせ よ、社会制度の構造的規定を受けて存在する社会的障害の

担い手であるとい う事実」(3)を基本認識 としなければならない。

2.対 象論研究の視点

対象論研究 自体が十分に成熟 したものであるとは言い難いが、それでも、今 日までの研究成果

によって、「歴史的 ・社会的現実の貧困問題 ・生活問題の拡大 ・深化の実態 とは逆に、政策主体

は対象 とす る問題 を狭 く限定 し、社会保障の前提条件や 関連施策の整備 ・充実 を建前に置きなが

らも、現実には対象を厳 しく限定す るか、縮小化傾向を強める方向に指向 しているように観察で

きる」。そして、「社会福祉問題を担 う階層 と制度化の責任を担 う国または自治体の政治的力学関

係が、社会福祉の質 と量 と水準の枠 を設定 し、左右す る」。それ ゆえ、「中央集権主義や官僚主義

による合理化政策や適正化政策によって、社会福祉の対象 と領域 を狭隘 化 した り、限定化す るこ

とを容易にしている」 といえる(4)。

したがって、「社会的障害の担い手 の種類によってではなく、社会的障害の問題のあ り方によ

って社会福祉の対象を考える」(5)べきであ り、社会的障害の担い手の種類による対象分析 は、具

体的なサー ビス対象 としての機能論的対象把握であるといえる。 もちろんそのよ うな機能論的対

象把握を無意味とす るものではないが、よ り本質的な対象把握を基底に した上でのことでなけれ

ばな らない とい うことである。

さらに臨調 ・行革の流れのなかで、「福祉」サー ビスの有料化 と受益者負担の強化 によって、

公的サー ビスを最底辺の劣悪サー ビスに位置づけようとす る政策課題が優先 され、障害者 はその

対象に置かれたのである。 とくに重度 ・重複障害者は、それ こそ最底辺の障害者福祉対策の対象

にされてきたのである。 しかもその対象規定はあくまで医学的 ・心理学的判定基準に基づいた障

害の種類 と程度区分であ り、 「社会的不利 」とい うレベルでの障害者 の規定ではない。精神障害

者 も同様に扱われていた。 これは、障害者福祉の政策課題 と一致 した障害者 とその生活問題のみ

が社会福祉政策の対象 として把握 されることを物語ってい るのである。

社会福祉政策論の視点か らみると、障害者福祉政策全体において、その対象認識 ・規定の基底

的条件 として労働能力を重視 している。それによって、長 らく身体障害者 のみな らず各種の障害

者がその観点でのみ判断され、労働能力がない、あるいは少ない と判断 された場合は、社会福祉

制度の対象か らも除外 されてきた。 このような 「労働能力を有すると判断 した者 のみに限定する

対象規定は、生活者の論理に立 った生活保障の視点を逸脱するもの」(6)といえる。また、障害者

の判定 として、医学的判断基準に基づ く障害の種類 と程度の区分を社会福祉対象認識 と規定の規

範 としていることによって、いわゆる障害の種類 と程度の有 り様 を個人的レベルの問題 に帰結 さ



せ 、社会的生活上の問題 の視点を欠如 させて きた。 さらに言 えば、特に精神障害者の場合、「治

療 ・保護」あるいは 「治安対策」の対象下に置いてきたことで、保健 ・医療政策に限定 し社会福

祉政策の対象から除外 してきたのである。

このように障害者をめぐっては、その政策の基底に 「労働能力」の有無を置き、医学的 ・生理

学的判定基準によって、障害の種別 と程度 を決め、本人の生活能力 とは別の次元において、障害

者 として判断 し、政策主体の政策課題 に合致 した場合のみ社会福祉政策の対象 として位置づけて

きたのである。その政策的認識 の有 り様は、身体障害者、知的障害者、精神障害者 といった、障

害の種類に関係なく一様であ り、精神障害者においても本質的にはこのよ うな位置づけによって、

社会福祉政策の対象 としては認識 されてこなかった といえる。 さらに精神障害者の問題が保健や

医療的であるがゆえ社会福祉政策の対象 とな らなかったのは、結果的にはそのよ うな 「病気」 と

しての表面的な障害の政策的認識によって、「治療」の対象であることだけが強調 され、その生

活者 としての視点を欠落させてきたか らである。

一方
、このような政策論的考察のなかで忘れてはならないのは、社会福祉サー ビスの臨床現場

での ソーシャル ワーカーの実践をふまえた問題へのアプローチにおける主体的契機の重要性であ

る。 「臨床現場におけるソーシャル ワーカー らが社会福祉対象の限定化や合理化、安上が り政策

や監査、通知 ・通達について、その政策的意図を検討 し、的確 に把握すると共に、その問題の所

在を明らかにしてい く理論を装備す ることが重要である」。それは、「サー ビス供給主体 としての

ソーシャルワーカーは、日 常の職務過程の上で社会福祉対象者 と具体的 ・個別的に接触 し、地域

の貧困 ・生活問題 の深化や拡大化の実態 を把握する厳 しい認識 の眼を持っているはずであるか ら

である。社会福祉対象 にや さしい政策策定 と実施 ・運営に対 して、生活者の論理にたったア ドヴ

ォカシー(advocacy)と 提言 は、今後す ぐれて重要 さを増す もの と認識 してい る」(7)といわれるよ

うに、臨床現場の実践者 としての眼の重要性 を認識 し、その実践の有 り様 を検討 し、特に過去に

おいて早 くから精神障害者のいわゆる地域生活支援 を展開してきた実践の軌跡か ら、今 日の有 り

様を再検討す る作業が求め られているといえる。

3.精 神保健福祉関係法による対象規定の変化

第二次大戦後の精神障害者をめぐる政策対象認識 の展開は、基本的には大戦前の明治 ・大正期

の認識を継承 している。その意味で、戦後の対象の変化 を検討する上では戦前の動向から把握 し

てい く必要があるといえる。

(1)戦 前の動向

明治期の新政府の方針 は、天皇制 を柱 とした中央集権体制の確立 と欧米列強 と肩を並べるため

の富国強兵 と殖産興業の展開にあった。そのよ うな中にあっては、「精神衛生」領域への政策的

対応はきわめて不十分な状態にあったといえる。 とくに明治期初頭においては、全 く法的規制の



ない状態に置かれていた といえる。その後1874(明 治7)年8月 の 「医制」によって衛生行政が本

格的に展開す ることになる。 しか し具体的精神障害者への対応策はもっぱ ら地方 自治体による規

制にまかされていた。

その後、相馬事件(8)等によって社会的関心が高まったことも関係 して、精神障害者への国家政

策的対応が、治安対策的意味を持 ちなが ら展開することになる。

ところで、明治期の精神障害者保護立法 として 「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(1899〈明治

32>年3月 法律93)が あげ られ ることがあるが、本法は産業資本の確立期 にあって、農村の窮乏に

よって都市への人口流失が活発化 し、それによって行旅病人 ・死亡人が増加 した ことと、さらに

は扶養義務者の規定を設 けることで、それまでの貧困者への公費負担による支弁を削減す るのが

目的であり、窮民救助法の一環であったといえる。 したがって、本法によって精神障害者が保護

の対象 となった とするのは決 して正 しい認識ではない(9)。その意味では、精神障害者保護の 最初

の法律 といえるものは 「精神病者監護法」(1900〈明治33>年3月 法律38)で ある。 もっ ともこの法

律 も、保護 とはいって もいわゆる監督的保護 であ り、その 自由を拘束す る監置規定を中心に した

ものであった。

そ して、精神障害者へ の対応が曲が りな りにも医療政策の対象 となったのが、 「精神病院法」

(1919<大 正8>年3月 法律25)で あった といえる。 この法律では、精神病院の設置 に国庫補助の規

定が盛 り込まれ、政策的に精神病院の設置が進められる基盤を形成 した といえる。 しか し現実に

は精神病院の設置が進んだ とはいえず、多 くの精神障害者が家庭での監護にまかされていた現実

に変わ りはなかった。

この2つ の法律による精神障害者の拘束や私宅監置の対象に押 しとどめる政策は、社会防衛的

政策 として、その後の精神障害者対策の性格 を形成す ることにな り、それは戦後まで引き継がれ

ることになるのである。

(2)「 精神衛生法」の制定 とその特徴

第二次世界大戦以前の障害者対策の主たる対象は身体障害者であ り、精神障害者 は知的障害者

と同様 に、前述 した よ うに、治安対策的 ・社会防衛的政策対象 に押 しとどめ られ、「隔離 ・収

容」政策 の対象 としての位置づけは、終戦後 も根本的には変わることはなかった。

終戦直後の経済的破綻 と国民生活の広範な荒廃によって社会秩序の混乱 と混迷、飢餓のなかで、

当時の政策主体の問題認識 は生活困窮者や孤児 ・浮浪児の存在にあった といえる。そ こでは障害

を もつ者 やそ の抱 える問題 の所在 が政策主体 の認識 対象 とな るこ とはなか った のであ る。

1950(昭 和25)年 の 「生活保護法」によって救護施設等の保護施設が規定 され、精神障害者はそこ

での対象規定に含 められ、これ は当時唯一の社会福祉制度による対応であった といえる。また、

1948(昭 和23)年12月 には 「世界人権宣言」が採択 され るが、わが国の精神障害者は、そこでい う



「尊厳 と権利 とについて平等である」存在ではなかったのである。

このような状況を背景 として、少なくとも表面的には精神障害者への適切 な医療 ・保護の機会

を提供す る意味で、前述 した二法(「精神病者監護法」 「精神病院法」)を廃止 して 「精神衛生法」

(1950〈昭和25>年5月 法律123)が 制定 され るのである。

この 「精神衛生法」の主たる内容 は、以下のようなことであった。

①精神病院の都道府県設置義務 を規定。

②一般人か らの診療、保護の申請規定 と警察官等の通報制度 を規定。

③措置入院制度 と費用の公費負担。

④保護義務者の規定。

⑤保護義務者による同意入院制度。

⑥保護義務者による保護拘束制度。

⑦私宅監置制度の廃止。

⑧精神薄弱者、精神病質者 を法対象に含める。

⑨精神衛生相談所の規定。

⑩精神衛生審議会の設置。

⑪精神衛生鑑定医制度。などである

そ して、法第1条(目 的)で は、 「精神障害者 の医療及び保護 を行 い、且つ、その発生の予防に

努 めることによって、国民の精神的健康の保持及び向上を図 る」 とされている。 ここでは、その

前段では、精神障害者の保護 と発生予防がいわれ るのであるが、後段では、その対象を国民全体

としている。すなわち、精神障害者の隔離 ・収容的保護 と発生予防によって、国民の健康の保持

・向上が 目的であって、精神障害者の 「福祉の増進」 とい う意味にはなっていないのである。 し

たがって。法の本質的 目的は、まさしく国民全体の 「精神的健康の保持及び向上」であるといえ

る。一般的に 「身体障害者福祉法」や 「障害者基本法」などにおいては、当該障害者の 「福祉の

増進」 を目的 とす るのが通常であ り、その点か らも、「精神衛生法」の持つ性格が、従前の精神

障害者の存在を否定す る意味を持つつ制定 されたものであると理解できる。

また、法第3条 には 「この法律で 『精神障害者』 とは、精神病者(中 毒性精神病者を含む)、 精

神薄弱者及び精神病質者をい う」と規定 してお り、精神 医療政策の対象 として位置づけているの

みであ り、いわゆる社会福祉政策の対象 として生活保障をめざす対象ではないといえる。前条の

内容からすると、精神病者や知的障害者 を保護 し、それによって国民の 「福祉の増進」を図るも

の とい うことにな り、知的障害者 も含 めて 「隔離保護 ・収容」政策の対象に押 しとどめた もの と

なっているといえる。

この 「精神衛生法」によって、精神衛生に関 して国 ・地方公共団体の責務が述べ られたが、一

方で、家族の保護義務 を規定す ることで治療協力者 とい う位置づけがな され、この法律によって



家族の負担が軽減 されたものではない。そ して 「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、

誰でも、その者について…(略)… 知事に申請することができる」 とされている。 これ らの規定に

よって、精神障害者 は家族 からも地域か らも監視 される存在 と位置づ けられたのである。

(3)「 精神衛生法」1954年 改正

先の 「精神衛生法」が制定 された ことで、少な くとも表面的には精神障害者への社会的対応が

制度的に整備 され たことになる。1952(昭 和27)年 には 「国立精神衛生研究所」が設置 され、精神

衛生 に関す る総合的な調査研究を行 う基盤 ができあがる。それに連動す るかたちで、後述するよ

うに1954(昭 和29)年6月 に 「覚せい剤取締法」(法 律177)や 「精神衛生法」が改正(法 律179)さ れ

るのである。

終戦直後の社会的混乱が収まる経過のなかで、青少年 を中心 して、覚せい剤、麻薬、あへん等

の慢性 中毒による精神障害者が増加傾 向にあり、特に覚せい剤 は、国民の間での使用の拡大が懸

念されていたのである。 また1954年 の 「全国精神障害者実態調査」によって、精神障害者の推定

数は130万 人 とされ、その うち要入院者は35万 人であるが、 しか しそれ らの精神障害者を受け入

れ る精神病院の病床数は10分 の1に も満たない数字であることが判明 したのである。 このよ うな

精神病院の病床数の不足は、精神衛生政策の一層の強化をめざす政策主体に とっては、重要な問

題 となったのである。

このような状況を背景 に、1954(昭 和29)年6 .月に 「覚せい剤取締法」改正(法 律177)、 お よび

「精神衛生法」改正(法 律179)が 行われ、精神障害者でなくとも覚せい剤の慢性中毒者であれば

「精神衛 生法」 の対象 とす ることが規定 されたのである。 「精神衛生法の一部改正につ いて」

(1954〈昭和29>年9月 厚生省発衛268)に は、この法改正の目的 を、「覚せ い剤 、麻薬又はあへん

による慢性 中毒が、青少年等の心身を甚だ しく害 して、その大多数 を精神 障害者た らしめつつあ

り、特に覚せい剤については、その使用による弊害がますます拡大 しつつある現状にかんがみ、

これ ら慢性中毒者の医療及び保護を行い、且つ、その発生の予防を図る」 としている。

また、先の病床数 の不足に対 しては、非営利法人が設置す る精神病院の設置費及び運営費の一

部 を国庫補助する規定 を設け、病床数の増加を図ろうとした。 これ によって、政策的意図を反映

して精神病院は激増す るのである。

この1954年 改正によって、精神衛生 ・医療政策の具体的対象の拡大 とそれを引き受 けるべ く精

神病院の増加が展開す ることになるのであるが、この ことは、医療保護政策による保護対象 とし

てのみ精神障害者を位置づけ、精神障害者は常時医療を必要 とする人であ り、それは医療保護 と

い う名 の下に行われた取 り締ま り政策 としての対象化を一層進 めるものであった と言 える。



(4)「 精神衛生法」1965年 改正

わが国は、1950(昭 和25)年 の朝鮮戦争の勃発 によって戦争特需による好景気を迎え、1960年 代

の高度経済成長の基盤を形成 してきた。1956(昭 和31)年 には 「日ソ国交回復」や 「国際連合」へ

の再加盟が認 められ るなど国際的な表舞台へ登場す る足がか りを構築 した時期である。そ して同

年の 『経済 白書』では、「もはや戦後ではない」 とい う文言が使われ、1961(昭 和36)年 に 「所得

倍増計画」 「全国総合開発計画」などの経済政策が打ち出 され、都市部への人口流動化政策が展

開する時期 を迎えるのである。 しか しそれによって、障害者は、その一部を除いてますます 「保

護 ・収容」政策の対象 として位置づけられてい くのである。

1958(昭 和33)年12.月 に 「国民健康保険法」(法 律192)、1959(昭 和34)年4月 「最低賃金法」(法

律137)・ 「国民年金法」(法 律141)、 そ して1960(昭 和35)年 には 「老人福祉法」、1963(昭 和38)年

に母子福祉に関 して 「母子福祉法」(現 行 「母子及び寡婦福祉法」)が成立す る。 さらに1962(昭 和

37)年 には 「社会保障制度の推進に関す る勧告」(社 会保障制度審議会)に よって、わが国の社会

福祉政策の方向付けをしてい く。 こうして社会保障制度や社会福祉制度の充実の時代を迎 えるの

であるが、しか しそこには未だ社会福祉政策の対象にはならず放置 されたままになっていた精神

障害者 とその家族の存在があったのである。

わが国での精神障害者の隔離収容政策が主流をなす一方で、1950年 代初頭からの精神医療の進

歩によって、抗精神病薬等による薬物療法が普及 し精神症状の鎮静化が可能になるとともに、精

神療法 ・作業療法等の治療方法の導入が図られたことで、入院ではなく自宅で生活す る前提条件

が整備 されつつあった。 しか し地域社会での受け入れ条件が整備 されているわけではな く、結果

的に、精神障害者 は入院生活を継続 させ、 それに依存 しなけれ ば生 きることができない存在 とし

て位置づ けられていたことに変わ りはなかった。

さらにこの高度経済成長期に社会問題化 したひ とつに 「アルコール問題」がある。 この問題は

アル コールに依存す ることを個人的問題 に矮小化 し、その問題状況の社会的認識が欠落 し、単に

「アルコール依存者」は、労働市場に参加 し、社会 ・経済の発展 に寄与することができない存在

として位置づけられていくのである。

そ して この社会 ・経済的な未曾有の発展を遂げている時に、 「ライシャワー事件」(10)が発生す

るのである。 この事件 を背景 として、精神障害者 に対 しては、 「保護収容」の強化や社会防衛的

観点が強調 されて くる。このことは、精神障害者の存在が、再び社会防衛的隔離収容政策 の対象

課題 となったことを示 してお り、精神障害者に対す る従前の認識か ら自由にはな りえなかったこ

との証左でもある。

このような社会的動向を背景 として 「精神衛生法」の改正がおこなわれるのである。もっ とも

「精神衛生法」の改正作業は、1963(昭 和38)年 におこなわれた 「精神障害者実態調査」の結果を

受 け、そこで明らかになった在宅精神障害者が多く存在することや、精神医療の進歩 とい う社会



的動向に、従来の 「精神衛生法」が対応できなくなってきていた ことによって着手 されたもので

あった。この改正作業の途中で、前述 した 「ライシャワー事件」がお こったのであ り、警察庁か

ら厚生省への要望も出され、それが改正作業に影響を与えなが ら、1965(昭 和40)年6 .月に制定 さ

れたのである。

この改正の主たる内容は、

1)精 神衛生センター の設置(11)。これは精神衛 生における総合的技術セ ンター的存在であ り、

その業務は、精神衛生に関する知識 の普及、実態調査などによる精神障害者の実態や訪問指

導に対す る技術的調査研究、保健所への技術的援助な どが位置づけられてお り、直接の訪問

指導 などの機能は もた されていなかった。

2)精 神障害者に関す る通報 ・届出制度を強化(12)。

3)精 神衛生相談員の配置。 この相談員の設置によって在宅精神障害者への対応 を広 め、訪 問

指導や相談事業 を強化 した(13)。

4)通 院医療費の国庫負担。前述 したよ うに在宅精神障害者の医療対策 を充実させ、受診率を

上げる意味で、通院医療費の国庫負担を開始す る(14)。

5)緊 急入院制度の設置(15)。

な どである。

1960年 代は、障害者福祉領域においては、障害者生活圏拡張運動な どが活発におこなわれ る時

期であ り、この運動に精神障害者が直接的に含 められていた とは言い難 いが、少な くとも、障害

者をめ ぐるこのよ うな動向が在宅精神障害者への対策を具体化 させ ることに連動 しているといえ

る。

この1965年 改正以降、精神衛生センターの充実によって地域精神保健活動の整備が図られ、ま

た社会復帰施設等の各種施設の運営要綱な ども制定 され施設対策が充実 してい くのである。 さら

に、1970年 代半ば以降には、 医療面での各種療法や指導が点数化 され、保健所による社会復帰活

動等 も活発化するこ とになる。 こ うして、1965年 の改正は、その後の精神障害者 を対象 とした

様 々な具体的援助事業の足がか りを作った ものといえる。

おわ りに

1981(昭 和56)年 の国際障害者年は、わが国の障害者をめ ぐる様 々な分野で多 くの進展をもた ら

す きっかけとなった。 とくに障害者 に対する国民的認識を大きく変えてきた。 しか し、その中心

は身体障害者や知的障害者であり、精神障害者 は相変わらず旧態然 とした認識の域を出るもので

はなかった。それは、これ まで検討 してきたよ うに、 「精神衛生法」の範疇にある限 り、精神障

害者 はあくまで医療 ・衛生政策 と社会防衛政策の対象でしかなく、 当初から労働能力が 「欠如 し

た」存在であるが故に、社会的に排除 されてきた歴史的結果であった といえる。1960年 改正にな



って、 よ うや く保 護 ・収 容 の対象 か ら地域 生活支援 の対 象へ と転換 し始めて はい るが、それ で も

精神 病院 内で の医療 的処遇 が中心 であ った とい え る。

拙 論 は、 「精神 衛生法 」 に焦 点 を当て て論 述 して きた。 「精神衛 生法 」 自体 、幾度 かの改正 を経

てきた が、精神 障害者 への基本 的認識 とその対応 に は大 きな変 化 はな く、社会 的動 向 と して障害

者 の権利保 障 、生活保 障の観 点が言 われ た時期 にあ って も、精神 障害者 への本 質的認識 は 、治 安

社 会防衛 的観 点 が濃厚 であ った こ とは明 らかで あ る。最 後の1965年 改 正 を経 て、 よ うや く地域 社

会 で生活 して い く条件 が整 い始 め、精 神 障害者 の退 院後 の生活保 障が政 策課題 とな って きた とい

え る。 しか しそれ が本格 化す るの は、1987(昭 和62)年 の 「精神保健 法 」の登場 を待 たな けれ ばな

らなか った といえ、そ の意味 で、拙論 で は、 この 「精神保 健法 」制定以 前の状 況 につ いて整理 し

考 察 してきた もので あ る。 今後 、精神 保健福祉 法制 定 までの動 向や、 同時 に今 回触れ るこ とがで

きなか った政策的譲 歩 を引 き出す運動 や研究 の動 向 につ いて も別 の機会 に検 討す るこ とに したい。

註

(1)施設設置にかかる地域住民 との関係づ くりについては、滝村雅人編、『地域の中でくらしを支える』、さ

んえい出版、2004年3月 、参照。

(2)社 会問題 としての障害者問題 の位置付けについては、滝村雅人著、『対象論的視点による障害者福祉制

度』、さんえい出版、2003年11月 、参照。

(3)考 橋正一著、『全訂社会事業の基本問題』、ミネルヴァ書房、昭和52年11月 、153頁 。

(4)中 垣昌美編、『社会福祉対象論』、さんえい出版、1995年3月 、は しがきV頁 。

(5)中垣前掲著、はしがきV頁 。

(6)中 垣前掲著、311頁 。

(7)中 垣前掲著、312頁 。

(8)相 馬事件とは、1879(明 治12)年 、旧相馬藩主相馬誠胤が精神病を発病 し、父充胤に監禁された。 これを

のっとりの陰謀だと考えた錦織剛清は、1886(明 治19)年 に東京府癩狂院侵入 し、入院中の誠胤を連れ出 し

たが途中で取 り押さえられた。錦織は、ことの顛末を新聞に投書 し世間の注目を浴びた。錦織は、誠胤が

死亡す ると、毒殺であると主張した。 この間10年 以上に渡って起訴が乱発 された。(精 神保健福祉研究会

監修、『我が国の精神保健福祉』平成12年 度版、16頁 。

(9)こ の法律による対象は、その第1条 において 「此ノ法律ニ於テ行旅病人 ト稱スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅

中ノ病人ニシテ療養 ノ途 ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂 ヒ行旅死亡人 ト稻スルハ行旅 中死亡シ引取者ナキ

者」 と表記されている。 したがって、精神障害者を直接対象 とした法律ではない といえる。 もっとも、こ

の 「歩行ニ堪ヘサル行旅 中ノ病人ニシテ療養ノ途 ヲ有セス」 とい う中に精神障害者が含 まれていた ことは

推測できる。

(10)1964(昭 和39)年3月 。当時の駐 日アメリカ大使 ライシャワーが精神分裂病の少年に刺 されて負傷 した事

件。

(11)改 正法第7条 。「都道府県は、精神衛生の向上を図るため、精神衛生セ ンターを設置す ることができる。

2精 神衛生セ ンターは、精神衛生に関する知識の普及を図 り、精神衛生に関す る調査研究を行い、並び
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